
第１号議案資料 

 

 

東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

 

１ 改正理由 

  学校教育の質の向上に向けて、教師に優れた人材を確保する必要があることに鑑み、学校における働き

方改革の更なる加速化、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教師の処遇改善を一体的・総合的に進め

ることを趣旨として、令和７年６月 18 日付けで「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 68号）が公布され、学校教育法（昭和 22年法律

第 26号）の改正により、組織的な学校運営及び指導の促進に向けた「主務教諭」の職の創設が行われるこ

ととなった。 

 これを踏まえ、東京都教育委員会としては、都独自の職として平成２１年度から主幹教諭と教諭の間に

任用している「主任教諭」を改正学校教育法で新設された「主務教諭」に位置付けることとし、名称は引

き続き主任教諭として運用するべく、規則の改正を行う。 

 

２ 改正の対象となる条例・規則 

   東京都立学校の管理運営に関する規則（昭和３５年東京都教育委員会規則第８号） 

 

３ 改正内容 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

５ その他 

本案決定後、知事に公報登載を依頼する。 

令和８年１月 15 日 

人 事 部 
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東 京 都 立 学 校 の 管 理 運 営 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 東 京 都 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  
目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 十 条 の 二 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 十 条 の 二 ま で （ 略 ）  

（ 主 任 教 諭 等 ）  （ 主 任 教 諭 等 ）  

第 十 条 の 三 学 校 に 主 務 教 諭 を 置 く こ と が で き る 。  第 十 条 の 三 学 校 に 、 特 に 高 度 の 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 教 諭 の

職 と し て 、 主 任 教 諭 を 置 く こ と が で き る 。  

２ 主 務 教 諭 は 、 生 徒 の 教 育 を つ か さ ど り 、 及 び 命 を 受 け て 学 校 の

教 育 活 動 に 関 し 教 諭 そ の 他 の 職 員 間 に お け る 総 合 的 な 調 整 を 行

う 。  

（ 新 設 ）  

３ 主 務 教 諭 の 職 名 は 、 主 任 教 諭 と す る 。  （ 新 設 ）  

４ 学 校 の 実 情 に 照 ら し 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 生 徒 の 養 護 を

つ か さ ど り 、 及 び 命 を 受 け て 学 校 の 教 育 活 動 に 関 し 教 諭 そ の 他 の

職 員 間 に お け る 総 合 的 な 調 整 を 行 う 主 務 教 諭 を 置 く こ と が で き

る 。  

２ 学 校 に 、 特 に 高 度 の 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 養 護 教 諭 の 職 と

し て 、 主 任 養 護 教 諭 を 置 く こ と が で き る 。  

５ 前 項 に 規 定 す る 主 務 教 諭 の 職 名 は 、 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 主 任 養 護 教 諭 と す る 。  

（ 新 設 ）  

６ 学 校 の 実 情 に 照 ら し 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 生 徒 の 栄 養 の

指 導 及 び 管 理 を つ か さ ど り 、 並 び に 命 を 受 け て 学 校 の 教 育 活 動 に

関 し 教 諭 そ の 他 の 職 員 間 に お け る 総 合 的 な 調 整 を 行 う 主 務 教 諭 を

置 く こ と が で き る 。  

３ 学 校 に 、 特 に 高 度 の 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 栄 養 教 諭 の 職 と

し て 、 主 任 栄 養 教 諭 を 置 く こ と が で き る 。  

７ 前 項 に 規 定 す る 主 務 教 諭 の 職 名 は 、 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 主 任 栄 養 教 諭 と す る 。  

（ 新 設 ）  
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第 十 条 の 四 か ら 第 十 四 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 十 条 の 四 か ら 第 十 四 条 ま で （ 略 ）  
（ 授 業 時 間 の 割 り 振 り ）  （ 授 業 時 間 の 割 り 振 り ）  

第 十 四 条 の 二 学 校 は 、 委 員 会 が 別 に 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 を

除 き 、 所 属 す る 主 幹 教 諭 、 指 導 教 諭 、 主 務 教 諭 及 び 教 諭 の 授 業 時

間 を 、 休 業 日 を 除 く 全 て の 曜 日 に 割 り 振 ら な け れ ば な ら な い 。  

第 十 四 条 の 二 学 校 は 、 委 員 会 が 別 に 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 を

除 き 、 所 属 す る 主 幹 教 諭 、 指 導 教 諭 及 び 教 諭 の 授 業 時 間 を 、 休 業

日 を 除 く す べ て の 曜 日 に 割 り 振 ら な け れ ば な ら な い 。  

第 十 四 条 の 三 か ら 第 二 十 九 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 十 四 条 の 三 か ら 第 二 十 九 条 ま で （ 略 ）  

（ 準 用 規 定 ）  

第 三 十 条 第 四 条 、 第 五 条 （ 第 三 項 を 除 く 。 ） 、 第 六 条 か ら 第 十 条

の 三 ま で 、 第 十 条 の 四 第 一 項 、 第 十 条 の 五 第 一 号 、 第 四 号 及 び 第

五 号 、 第 十 条 の 六 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 十 条 の 七 か ら 第 十 二 条 の

十 一 ま で 、 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 、 第 十 五 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、

第 二 十 一 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で 、 第 二 十 五 条 第 一 項 、 第 二 十 六 条

第 一 項 並 び に 第 二 十 七 条 の 規 定 は 、 小 学 校 に 準 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 第 五 条 第 一 項 中 「 第 二 十 九 条 及 び 単 位 制 高 等 学 校 教 育

規 程 （ 昭 和 六 十 三 年 文 部 省 令 第 六 号 ） 第 八 条 の 規 定 に 基 づ く 高 等

学 校 」 と あ る の は 「 第 二 十 九 条 の 規 定 に 基 づ く 小 学 校 」 と 、 第 六

条 中 「 第 百 四 条 第 一 項 で 準 用 す る 施 行 規 則 第 六 十 三 条 」 と あ る の

は 「 第 六 十 三 条 」 と 、 第 七 条 第 一 項 中 「 第 六 十 二 条 で 準 用 す る 法

第 三 十 七 条 第 四 項 」 と あ る の は 「 第 三 十 七 条 第 四 項 」 と 、 第 八 条

第 三 項 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 同 条 第 五 項 中 「 法 第 六

十 二 条 で 準 用 す る 法 第 三 十 七 条 第 六 項 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 七

条 第 六 項 」 と 、 第 十 条 第 二 項 、 第 六 項 及 び 第 七 項 、 第 十 条 の 二 第

二 項 並 び に 第 十 条 の 三 第 二 項 、 第 四 項 及 び 第 六 項 中 「 生 徒 」 と あ

る の は 「 児 童 」 と 、 第 十 条 の 四 第 一 項 中 「 教 務 主 任 、 生 活 指 導 主

任 、 進 路 指 導 主 任 」 と あ る の は 「 教 務 主 任 」 と 、 第 十 一 条 中 「 第

（ 準 用 規 定 ）  

第 三 十 条 第 四 条 、 第 五 条 （ 第 三 項 を 除 く 。 ） 、 第 六 条 か ら 第 十 条

の 三 ま で 、 第 十 条 の 四 第 一 項 、 第 十 条 の 五 第 一 号 、 第 四 号 及 び 第

五 号 、 第 十 条 の 六 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第 十 条 の 七 か ら 第 十 二 条 の

十 一 ま で 、 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 、 第 十 五 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、

第 二 十 一 条 か ら 第 二 十 四 条 ま で 、 第 二 十 五 条 第 一 項 、 第 二 十 六 条

第 一 項 並 び に 第 二 十 七 条 の 規 定 は 、 小 学 校 に 準 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 第 五 条 第 一 項 中 「 第 二 十 九 条 及 び 単 位 制 高 等 学 校 教 育

規 程 （ 昭 和 六 十 三 年 文 部 省 令 第 六 号 ） 第 八 条 の 規 定 に 基 づ く 高 等

学 校 」 と あ る の は 「 第 二 十 九 条 の 規 定 に 基 づ く 小 学 校 」 と 、 第 六

条 中 「 第 百 四 条 第 一 項 で 準 用 す る 施 行 規 則 第 六 十 三 条 」 と あ る の

は 「 第 六 十 三 条 」 と 、 第 七 条 第 一 項 中 「 第 六 十 二 条 で 準 用 す る 法

第 三 十 七 条 第 四 項 」 と あ る の は 「 第 三 十 七 条 第 四 項 」 と 、 第 八 条

第 三 項 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 同 条 第 五 項 中 「 法 第 六

十 二 条 で 準 用 す る 法 第 三 十 七 条 第 六 項 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 七

条 第 六 項 」 と 、 第 十 条 第 二 項 、 第 六 項 及 び 第 七 項 並 び に 第 十 条 の

二 第 二 項 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 第 十 条 の 四 第 一 項 中

「 教 務 主 任 、 生 活 指 導 主 任 、 進 路 指 導 主 任 」 と あ る の は 「 教 務 主

任 」 と 、 第 十 一 条 中 「 第 六 十 条 」 と あ る の は 「 第 三 十 七 条 」 と 、
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六 十 条 」 と あ る の は 「 第 三 十 七 条 」 と 、 第 十 二 条 の 十 第 一 項 本 文

中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 第 十 二 条 の 十 第 一 項 第 一 号 中

「 積 立 金 、 生 徒 会 費 等 」 と あ る の は 「 積 立 金 等 」 と 、 第 十 五 条 第

三 号 及 び 第 十 五 条 の 二 第 一 項 中 「 各 教 科 ・ 科 目 及 び 各 教 科 以 外 の

教 育 活 動 」 と あ る の は 「 各 教 科 及 び 各 教 科 以 外 の 教 育 活 動 」 と 、

第 二 十 一 条 第 二 項 、 第 二 十 二 条 及 び 第 二 十 三 条 の 見 出 し 中 「 生

徒 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 退 学 、 停 学 、

訓 告 、 訓 戒 」 と あ る の は 「 退 学 、 訓 告 、 訓 戒 」 と 、 同 条 第 二 項 中

「 退 学 、 停 学 ま た は 訓 告 」 と あ る の は 「 退 学 又 は 訓 告 」 と 、 第 二

十 四 条 中 「 退 学 ま た は 停 学 」 と あ る の は 「 退 学 」 と 、 第 二 十 五 条

第 一 項 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 第 二 十 六 条 第 一 項 中

「 第 百 四 条 第 一 項 で 準 用 す る 施 行 規 則 第 五 十 八 条 」 と あ る の は

「 第 五 十 八 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

第 十 二 条 の 十 第 一 項 本 文 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 第 十

二 条 の 十 第 一 項 第 一 号 中 「 積 立 金 、 生 徒 会 費 等 」 と あ る の は 「 積

立 金 等 」 と 、 第 十 五 条 第 三 号 及 び 第 十 五 条 の 二 第 一 項 中 「 各 教

科 ・ 科 目 及 び 各 教 科 以 外 の 教 育 活 動 」 と あ る の は 「 各 教 科 及 び 各

教 科 以 外 の 教 育 活 動 」 と 、 第 二 十 一 条 第 二 項 、 第 二 十 二 条 及 び 第

二 十 三 条 の 見 出 し 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 第 二 十 三 条

第 一 項 中 「 退 学 、 停 学 、 訓 告 、 訓 戒 」 と あ る の は 「 退 学 、 訓 告 、

訓 戒 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 退 学 、 停 学 ま た は 訓 告 」 と あ る の は

「 退 学 又 は 訓 告 」 と 、 第 二 十 四 条 中 「 退 学 ま た は 停 学 」 と あ る の

は 「 退 学 」 と 、 第 二 十 五 条 第 一 項 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 」

と 、 第 二 十 六 条 第 一 項 中 「 第 百 四 条 第 一 項 で 準 用 す る 施 行 規 則 第

五 十 八 条 」 と あ る の は 「 第 五 十 八 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

第 三 十 一 条 か ら 第 三 十 七 条 の 二 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 一 条 か ら 第 三 十 七 条 の 二 ま で （ 略 ）  

（ 準 用 規 定 ）  （ 準 用 規 定 ）  

第 三 十 八 条 第 四 条 か ら 第 十 条 の 三 ま で 、 第 十 条 の 四 第 一 項 （ 学 年

主 任 に 係 る 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 十 条 の 五 か ら 第 十 四 条 の 二 ま で 、

第 十 六 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 及 び 第 二 十

五 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で の 規 定 は 、 特 別 支 援 学 校 に 準 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 第 七 条 第 一 項 中 「 第 六 十 二 条 」 と あ る の は 「 第

八 十 二 条 」 と 、 第 八 条 第 三 項 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 幼 児 、 児 童

及 び 生 徒 」 と 、 同 条 第 五 項 中 「 第 六 十 二 条 」 と あ る の は 「 第 八 十

二 条 」 と 、 第 十 条 の 三 第 二 項 、 第 四 項 及 び 第 六 項 中 「 生 徒 」 と あ

る の は 「 幼 児 、 児 童 及 び 生 徒 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

第 三 十 八 条 第 四 条 か ら 第 十 条 の 三 ま で 、 第 十 条 の 四 第 一 項 （ 学 年

主 任 に 係 る 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 十 条 の 五 か ら 第 十 四 条 の 二 ま で 、

第 十 六 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 及 び 第 二 十

五 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で の 規 定 は 、 特 別 支 援 学 校 に 準 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 第 八 条 第 三 項 中 「 生 徒 」 と あ る の は 「 児 童 及 び

生 徒 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

２ か ら ４ ま で （ 現 行 の と お り ）  ２ か ら ４ ま で （ 略 ）  
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第 三 十 九 条 （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 九 条 （ 略 ）  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で （ 略 ）  

 


